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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影するために光源及びカメラと共に用いる折り畳み式背景ユニットであって
、
　半透明の照射壁を有するエンクロージャを備え、前記光源からの光が前記エンクロージ
ャの内部へ差し込むと前記照射壁が前記光の少なくとも一部を前記エンクロージャの外部
へ透過させるように、且つ、前記照射壁又は前記照射壁と前記被写体との間に置かれる追
加の半透明要素が前記被写体に対する背景を構成するように配置される、
　折り畳み式背景ユニットであって、
　第１及び第２のパネルを含み、前記パネルがそれぞれ、弾性フレーム内に取り付けられ
た可撓性材料シートから成ると共に、通常の使用中においてその形状を維持するように構
成され、前記第１及び第２のパネルが、前記フレーム間に広がる可撓性材料ウェブによっ
て結合され、前記結合ウェブが、前記パネル間に延出する複数の取り外し可能な支柱によ
って張った状態に保たれ、前記支柱が、前記結合ウェブの外側に配置される、
　折り畳み式背景ユニット。
【請求項２】
　前記照射壁が、前記被写体に対する背景を構成することのできる直立状態で自立するよ
うに構成される、請求項１に記載の折り畳み式背景ユニット。
【請求項３】
　（ａ）カメラと、光源と、請求項１又は請求項２によって定義された折り畳み式背景ユ
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ニットとを提供するステップと、
　（ｂ）前記光源からの光が前記エンクロージャの内部へ差し込み、前記光の少なくとも
一部が前記照射壁を通して前記エンクロージャの外部へ透過するように、前記光源及び前
記背景ユニットを互いに対して配置するステップと、
　（ｃ）前記照射壁、又は、前記照射壁と被写体との間に置かれる追加の半透明要素が、
前記被写体に対する背景を構成するように、前記被写体及び前記カメラを前記エンクロー
ジャの外側に配置するステップと、
　（ｄ）前記カメラを用いて、前記被写体の写真を撮影するステップと、
　を含む、被写体を撮影する方法。
【請求項４】
　前記照射壁を透過する光が、前記カメラの露出設定に対し、前記写真において露出過度
となるような強度である、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記背景ユニットが、適切な面上に自立状態で位置決めされる、請求項３又は請求項４
に記載の方法。
【請求項６】
　カメラと、
　請求項１又は請求項２によって定義された折り畳み式背景ユニットと、
　光が前記エンクロージャの内部へ差し込むように、前記背景ユニットに対して配置され
る光源と、
　を備える装置であって、
　前記照射壁が、前記光の少なくとも一部を、前記エンクロージャの外部へ透過させるよ
うに構成され、前記カメラ及び被写体が、前記照射壁又は前記照射壁と前記被写体との間
に置かれる追加の半透明要素が前記被写体に対する背景を構成するように、前記エンクロ
ージャの外側に配置される、
　被写体を撮影する装置。
【請求項７】
　前記エンクロージャが、前記光源から前記エンクロージャの壁部にある開口部を通る光
を受容するように構成される、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記開口部が、前記開口部の大きさを変更することができるクロージャを含む、請求項
７に記載の装置。
【請求項９】
　前記エンクロージャの内面が、前記光源によって前記エンクロージャの内部へ差し込ま
れる前記光の少なくとも一部を反射するように構成されることにより、前記光が、前記照
射壁を透過する前に前記エンクロージャの内部周囲に反射される、請求項６～請求項８の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　前記照射壁が、前記エンクロージャの内面によって反射された光によって主に照射され
る、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記被写体が、前記照射壁が前記被写体に対する背景を形成するように、前記照射壁の
真ん前で且つ前記エンクロージャの外側に位置決めされる、請求項６～請求項１０のいず
れか一項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記照射壁が、前記被写体の真下に配置される、請求項６～請求項１１のいずれか一項
に記載の装置。
【請求項１３】
　前記背景ユニットが、前記被写体に対する支持体を形成する、請求項１２に記載の装置
。
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【請求項１４】
　前記被写体に対する無地の囲いをもたらすハウジングが用意され、前記ハウジングが、
前記被写体を囲むように配置される一方で、写真を撮影するための前面開口部を含む、請
求項１２又は請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記折り畳み式背景ユニットが、前記被写体に対する無地の囲いをもたらす前記ハウジ
ングを含む、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　被写体を撮影するために光源及びカメラと共に用いる折り畳み式背景ユニットであって
、
　半透明の照射壁を有するエンクロージャを備え、前記光源からの光が前記エンクロージ
ャの内部へ差し込むと前記照射壁が前記光の少なくとも一部を前記エンクロージャの外部
へ透過させるように、且つ、前記照射壁又は前記照射壁と前記被写体との間に置かれる追
加の半透明要素が前記被写体に対する背景を構成するように配置され、
　前記被写体に対する支持体を形成するように構成されて、使用中、前記照射壁が前記被
写体の真下に配置される、
　折り畳み式背景ユニットであって、
　前記折り畳み式背景ユニットは、第１及び第２のパネルを含み、前記パネルがそれぞれ
、弾性フレーム内に取り付けられた可撓性材料シートから成ると共に、通常の使用中にお
いてその形状を維持するように構成され、前記第１及び第２のパネルが、前記フレーム間
に広がる可撓性材料ウェブによって結合され、前記結合ウェブが、前記パネル間に延出す
る複数の取り外し可能な支柱によって張った状態に保たれ、前記支柱が、前記結合ウェブ
の外側に配置される、
　折り畳み式背景ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影装置に関し、詳細には、撮影される被写体への照射背景を提供する撮影
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　撮影者は、無地の（ｆｅａｔｕｒｅｌｅｓｓ）背景に対して撮影される被写体（ｏｂｊ
ｅｃｔｓ）を撮影したいと思うことが多く、一般的には、１つ以上の剛性パネルか或いは
１枚以上の可撓性材料シートを用いて、そのような背景をもたらす。また、写真において
露出過度となり完全に無地で真っ白に見えるぐらいに照射される背景を提供することも知
られている。
【０００３】
　しかしながら、従来の装置に関する欠点として、背景を形成する剛性パネル及び／又は
可撓性材料シート、並びに、背景を照射するのに通常必要とされる複数の光源は、組み立
てて、背景がその全面にわたって十分に照射されるように配置するのに時間がかかる、と
いう点がある。更に、背景は、その表面に影ができないように照射されなければならない
ため、背景の前にかなりの距離をおいて被写体を配置する必要があり、これは、スペース
が限られている場合、明らかに不都合である。
【０００４】
　上面がほぼ凹形であるために、被写体の支持面と背景との両方を画定する透明なプラス
チック支持壁を有するスタンドを備えた装置が開発された。この装置は、透明な支持壁の
下側を直接的に照射するため被写体の支持面、及び、背景を照射する光源を、更に含む。
しかしながら、この装置に関する大きな欠点として、スタンドが必然的にかなり大きく、
強固であるために、運搬しにくい、という点がある。更に、光源及び支持面を被写体の真
下に配置しなければならないので、この装置は、通常、より大きな被写体（例えば、人や
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車）を撮影するのには適していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、従来技術に関する上記、及び／又は、その他の欠点を克服する、或いは、実質
的に軽減するような、被写体を撮影する改良された方法及び装置が考案された。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、
　（ａ）カメラと、光源と、半透明の照射壁を有するエンクロージャを備えた折り畳み式
背景ユニットとを提供するステップと、
　（ｂ）前記光源からの光が前記エンクロージャの内部へ差し込み、前記光の少なくとも
一部が前記照射壁を通して前記エンクロージャの外部へ透過するように、前記光源及び前
記背景ユニットを互いに対して配置するステップと、
　（ｃ）前記照射壁、又は、前記照射壁と被写体との間に置かれる追加の更なる半透明要
素が、前記被写体に対する背景を構成するように、前記被写体及び前記カメラを前記エン
クロージャの外側に配置するステップと、
　（ｄ）前記カメラを用いて前記被写体の写真を撮影するステップと、
　を含む、被写体を撮影する方法が提供される。
【０００７】
　本発明の更なる態様によれば、カメラと、半透明の照射壁を有するエンクロージャを備
えた折り畳み式背景ユニットと、光が前記エンクロージャの内部へ差し込むように前記背
景ユニットに対して配置される光源とを備える装置であって、前記照射壁が、前記光の少
なくとも一部を前記エンクロージャの外部へ透過させるように構成され、前記カメラ及び
被写体が、前記照射壁又は前記照射壁と前記被写体との間に置かれる追加の半透明要素が
前記被写体に対する背景を構成するように、前記エンクロージャの外側に配置される、被
写体を撮影する装置が提供される。
【０００８】
　本発明の別の態様によれば、被写体を撮影するために光源及びカメラと共に用いる折り
畳み式背景ユニットであって、半透明の照射壁を有するエンクロージャを備え、前記光源
からの光が前記エンクロージャの内部へ差し込むと前記照射壁が前記光の少なくとも一部
を前記エンクロージャの外部へ透過させるように、且つ、前記照射壁又は前記照射壁と前
記被写体との間に置かれる追加の半透明要素が前記被写体に対する背景を構成するように
配置される、折り畳み式背景ユニットが提供される。
【０００９】
　本発明による被写体を撮影する方法及び装置が有益である主な理由は、従来技術の装置
よりもはるかに用意及び配置が容易に済むシンプルな要素（例えば、ほとんどの場合、１
つの光源）だけで、均一に照射された背景をもたらすことができるからである。更に、本
発明は、光源を被写体の真下に置く必要なく、従来技術の装置よりもはるかに被写体を背
景の近くに配置することができる。
【００１０】
　「被写体に対する背景」とは、その被写体の写真に見られる被写体以外の全てのものを
意味する。従って、背景は、被写体の前後、上下、左右に広がり得る。被写体に対する背
景を形成する照射壁を透過する光の強度は、カメラの露出設定に対し、この透過光が写真
において露出過度となり白く無地に見えるような強度であるのが好ましい。
【００１１】
　背景ユニットは、自己支持型であって、使用中、自立状態で適切な面（例えば、床）上
に位置決め可能であるように、構成されるのが好ましい。好適な実施形態において、背景
ユニットは、照射壁が被写体に対する背景を構成することのできる直立状態で、適切な面
上に位置決め可能である。
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【００１２】
　「折り畳み式」とは、背景ユニットの大きさを、少なくとも一次元に沿って、最も好ま
しくは少なくとも７５％小さくすることができる、ということを意味する。好適な実施形
態において、背景ユニットは、可撓性材料ウェブ（ｗｅｂ）によって結合された２つ以上
のパネルを備え、これらのパネルはそれぞれ、通常の使用中においてその形状を維持する
ように構成されており、結合ウェブは、これらのパネル間に延出する複数の支柱によって
張った状態に保たれる。背景ユニットは、２つのパネルを備えるのが最も好ましく、結合
ウェブは、これら２つのパネルの周縁部間に広がるのが好ましい。支柱は、取り外し可能
であるのが好ましく、各端部がパネルのフレームと係合するように構成されているのが好
ましい。パネルのうちの１つは、照射壁を含むのが最も好ましい。
【００１３】
　照射壁は、可視光に対して一様に半透明であるのが好ましく、透過する可視光を拡散す
るよう機能するのが好ましい。従って、照射壁は、外面が均一に照射されるのが好ましい
。照射壁は、可撓性材料シートから成るのが好ましく、ひだ（ｃｒｅａｓｅｓ）やしわ（
ｗｒｉｎｋｌｅｓ）ができないように張った状態に保たれるのが最も好ましい。好適な実
施形態において、照射壁は、織った又は編んだ布（ｗｏｖｅｎ ｏｒ ｋｎｉｔｔｅｄ ｆ
ａｂｒｉｃ）から形成されている。しかしながら、照射壁にひだやしわができないように
促すには、照射壁は、弾性材料から形成されているのが好ましいため、編んだ布から形成
されているのが好ましい。更に、照射壁は、外面が滑らかであるのが好ましいため、外面
がプラスチック・コーティングされるのが好ましい。プラスチック・コーティングは、滑
らかであると共に白いのが好ましい。別個の半透明要素が設けられる場合には、要素も、
可視光に対して一様に半透明であるのが好ましく、透過する可視光を拡散するよう機能す
るのが好ましい。従って、別個の半透明要素は、カメラに対向する面が均一に照射される
のが好ましい。
【００１４】
　エンクロージャは、光源からエンクロージャの壁部にある開口部を通る光を受容するよ
うに構成されるのが好ましい。エンクロージャに開口部がある場合、開口部は、その大き
さを変更することができるクロージャを含んでもよい。この機構によって、光源を開口部
から中へ突出するように配置し、開口部の大きさを光源の周囲に密着するように小さくす
ることができ、これにより、光源が発する光は、主にエンクロージャの内部へ差し込み、
照射壁を透過する。このことが有益である理由は、光源からエンクロージャの内部へ差し
込まずに照射壁を透過する光は、カメラに見えるため、写真の質に影響を及ぼすことがあ
るからである。好適な実施形態において、開口部は、スリット形状をしており、クロージ
ャ（ｃｌｏｓｕｒｅ）は、スリットのどちらの端からも閉じることができるのが好ましい
ファスナー（ｚｉｐ ｃｌｏｓｕｒｅ）である。
【００１５】
　エンクロージャは、光源からエンクロージャの壁部にある開口部を通る光を受容するよ
うに構成されるのが好ましいが、照射壁に加えて半透明壁を含んでいてもよく、半透明壁
を通して光源からの光がエンクロージャの内部へ差し込み得る。半透明壁は、開口部と共
に設けられてもよいし、開口部の代わりに設けられてもよい。半透明壁は、透過する光を
拡散するよう機能すると共に、照射壁よりも光透過率が低いのが最も好ましい。好適な実
施形態において、結合ウェブは、半透明であるが、光透過率は照射壁よりもかなり低い。
【００１６】
　エンクロージャの内面は、光源によってエンクロージャの内部へ差し込まれる光の少な
くとも一部を反射するように構成されるのが好ましく、これにより、このような光は、照
射壁を透過する前にエンクロージャの内部周囲に反射される。エンクロージャの内面の大
部分は、入射光を反射するように構成されると共に、白いのが好ましい。
【００１７】
　光が照射壁を均一に透過するようにするために、照射壁は、エンクロージャの内面によ
って反射された光によって主に照射されてもよく、ゆえに、光源によって間接的に照射さ
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れてもよい。このため、光源は、照射壁を直接的に照射しないように、照射壁ではなく、
エンクロージャの内面の一部の方へ向けてもよい。好適な実施形態において、開口部は、
通常、照射壁に対して垂直に配置される、エンクロージャの壁部に形成される。
【００１８】
　カメラは、従来の写真用カメラ（例えば、デジタル写真用カメラ）であるのが好ましい
。しかしながら、カメラは、背景の光強度が、カメラの露出設定に対し、背景が写真にお
いて露出過度となるような強度である場合、撮影者に知らせることができるのが最も好ま
しい。例えば、カメラは、露出ヒストグラムを作成することができてもよい。写真におい
て被写体の適切な露出を得るために、追加の光源を設けて被写体の前面を照らすのが好ま
しい。詳細には、追加の背景ユニットを、被写体の片側に、カメラに映らないように位置
決めしてもよく、また、追加の光源を、光が追加の背景ユニットの内部へ差し込み、光の
少なくとも一部が照射壁を通ってエンクロージャの外部へ透過し、透過した光の少なくと
も一部が被写体を照射するように配置してもよい。従って、追加の背景ユニットを、自立
型光拡散装置として用いてもよい。
【００１９】
　照射壁は、背景ユニットのパネルのうちの１つを形成するように、フレームによって張
った状態に保たれるのが好ましい。詳細には、フレームは、弾性であるのが好ましく、照
射壁が固定された布チューブ（ｆａｂｒｉｃ ｔｕｂｅ）と、布チューブ内に収容された
弾性フープとから成るのが好ましい。好適な実施形態において、照射エンクロージャは、
第１及び第２のパネルを備え、第１パネルは照射壁を含む。結合ウェブは、これら２つの
パネルのフレーム間に広がるのが好ましい。
【００２０】
　結合ウェブは、あらゆる適切な可撓性材料（例えば、織った又は編んだ布や、ポリ塩化
ビニル（ＰＶＣ）のようなプラスチック材料）からできていてもよい。しかしながら、好
適な実施形態において、結合ウェブは編んだ布からできており、布の外面はプラスチック
・コーティングされていてもよい。照射エンクロージャは、第１及び第２のパネル並びに
結合ウェブによって画定されるのが好ましく、照射エンクロージャの開口部は、結合ウェ
ブに形成されるのが好ましい。
【００２１】
　各支柱は、各端部に切欠きを含んでいてもよく、切欠きは、パネルのフレームの縁部を
受容するように構成されている。或いは、各支柱の端部は、パネルのフレームにある凹部
に受容されるように構成されていてもよい。背景ユニットは、エンクロージャの周縁部周
囲に、ほぼ等間隔に離間された少なくとも４つの支柱を含むのが最も好ましい。
【００２２】
　好適な構造において、被写体は、照射壁が被写体に対する背景を形成するように、照射
壁の真ん前で且つエンクロージャの外側に位置決めされる。この場合、背景ユニットは、
２つのパネルの隣接した縁部を基部にして立ち、ゆえに直立状態で自立するのが好ましい
。開口部は、光源が開口部を通して光を差し込むよう、容易に位置決めされ得るように配
置されるのが好ましいが、背景ユニットの片側に配置されるのが最も都合がよい。被写体
は、照射壁から２ｍ以内に位置決めされるのが好ましく、１ｍ以内に位置決めされるのが
最も好ましい。照射壁の寸法は、被写体に対する背景全体を構成するほど大きいのが好ま
しいため、長さ及び／又は幅が少なくとも１．２ｍであるのが好ましい。この装置は、背
景の光強度が、カメラの露出設定に対し、背景が写真において露出過度となるような強度
であるように、配置されるのが好ましい。
【００２３】
　別の好適な構造において、照射壁は被写体の真下に配置される。この場合、背景ユニッ
トは、被写体に対する支持体を形成するために、背景ユニットに更なる剛性をもたらす剛
性支持部材を含むのが好ましい。詳細には、透明なプラスチック・シートが、最上パネル
のフレームと係合されるのが好ましく、パネルのフレーム内に締まり嵌め（ｉｎｔｅｒｆ
ｅｒｅｎｃｅ　ｆｉｔ）で受容されるのが最も好ましい。更に、各パネルのフレームの強
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度は、使用中、背景ユニットが被写体を支持できるような強度であるのが好ましい。
【００２４】
　照射壁が被写体の真下に配置される場合、別個の半透明要素が、照射壁によって透過さ
れた光によって照射されて被写体に対する背景を形成するように配置されるのが好ましい
。半透明要素は、被写体の下と後ろとの両方に延出するのが好ましく、上面がほぼ凹形と
なるようにカーブしているのが最も好ましい。この装置は、背景の光強度が、カメラの露
出設定に対し、背景が写真において露出過度となるような強度であるように、配置される
のが好ましい。この装置を折り畳みやすくするために、半透明要素は可撓性であるのが好
ましい。
【００２５】
　更に、被写体に対する無地の囲いをもたらすハウジングを設けてもよい。詳細には、ハ
ウジングは、被写体を囲むように配置されるのが好ましい一方で、写真を撮影するための
前面開口部を含むのが好ましい。前面開口部は、大きさを調節することのできるクロージ
ャ（例えば、ファスナー）を含んでいてもよい。ハウジングの壁部は、壁部を透過する光
が拡散されるように半透明であるのが好ましい。更に、ハウジングは、半透明要素が照射
壁から十分な光を受けるように、且つ、ハウジングが被写体にかぶせて配置され得るよう
に、下方端部が開放しているのが好ましい。半透明要素は、ハウジング内に取り付けられ
るのが好ましいため、ハウジングは、その後壁の上方端部に取り付け用の留め具を含むの
が好ましい。写真において被写体の適切な露出を得るために、追加の光源を設け、ハウジ
ングの壁部を通して被写体の前面を照らすのが好ましい。
【００２６】
　特に好適な実施形態において、この折り畳み式背景ユニットは、被写体に対する無地の
囲いをもたらすハウジングを含むのが好ましい。詳細には、この背景ユニットは、照射壁
を含む中央パネル、及び上下パネルを備えるのが好ましい。結合ウェブ及びこれに結合さ
れた支柱は、上方パネルと中央パネルとの間に延出してハウジングを画定すると共に、下
方パネルと中央パネルとの間に延出してエンクロージャを画定するのが好ましい。
【００２７】
　本発明による折り畳み式背景ユニットは、光源無しで用いられてもよく、この場合、照
射壁は、背景ユニット内部から照射されないため、被写体に対する無照射背景を構成する
。更に、背景ユニットは、別個の背景要素に対する自立型支持体として機能するのに適し
ていてもよい。例えば、別個の背景要素は、可撓性材料シートであってもよいし、弾性フ
レームによって張った状態に保たれた可撓性材料シートを有するパネルであってもよい。
この場合、背景ユニットは、別個の背景要素と係合するように構成されてもよく、ゆえに
取り外し可能な留め具（例えば、マジックテープ（登録商標）（ｈｏｏｋ　ａｎｄ　ｌｏ
ｏｐ　ｆａｓｔｅｎｅｒｓ））を含んでいてもよく、これにより、別個の背景要素がほぼ
直立状態に保たれる。このような使用法では、明らかに、折り畳み式背景ユニットは、半
透明の照射壁を必要としないため、不透明の壁部を有していてもよい。
【００２８】
　ゆえに、本発明の一関連態様によれば、可撓性材料ウェブによって結合された２つ以上
のほぼ長方形をしたパネルを備え、各パネルが、通常の使用中においてその形状を維持す
るように構成されており、結合ウェブが、パネル間に延出する複数の取り外し可能な支柱
によって張った状態に保たれる、折り畳み式背景ユニットが提供される。
【００２９】
　背景ユニットは、自己支持型であって、使用中、自立状態で適切な面（例えば、床）上
に位置決め可能であるように、構成されるのが好ましい。
【００３０】
　「ほぼ長方形をした」とは、各パネルは、同じ長方形の一部を画定する４つの辺が直線
である一方、角が丸くなっていてもよい、ということを意味する。このように、背景ユニ
ットの各パネルは、被写体に対する背景を構成する或いは支持するのに適した形状をして
いる。更に、このようなパネルの直線状の辺は、背景ユニットが自立状態でその上に立ち
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得る１つ以上の基部を形成するのに適しているのが好ましい。
【００３１】
　背景ユニットは、２つのパネルを備えるのが好ましく、結合ウェブは、これら２つのパ
ネルの周縁部間に広がるのが好ましい。各パネルは、フレームによって張った状態に保た
れる可撓性材料シートから成るのが好ましい。詳細には、フレームは、弾性であるのが好
ましく、可撓性材料シートが固定された布チューブと、この布チューブ内に収容された弾
性フープとから成るのが好ましい。好適な実施形態において、背景ユニットは、第１及び
第２のパネルを備え、結合ウェブは、これら２つのパネルのフレーム間に広がるのが好ま
しい。支柱は、各端部がパネルのフレームと係合するように構成されているのが好ましい
。
【００３２】
　背景ユニットが２つのパネルを備えている場合、これらのパネルは、互いに平行に配向
されるのが好ましく、大きさ及び形状がほぼ同じであるのが好ましい。このように、背景
ユニットは、２つのパネルの隣接した直線状の辺によって画定される基部上に、自己支持
するように構成されるのが好ましい。この背景ユニットは、適切な面上に少なくとも２つ
の向きに位置決め可能であるように、互いにほぼ直角に配向された２つの基部を備えるの
が最も好ましい。
【００３３】
　本発明による背景ユニットは、パネルのうちの１つの少なくとも一部が被写体に対する
無照射背景を構成するように、被写体を撮影する装置の一部を形成してもよい。更に、こ
の背景ユニットは、別個の背景要素に対する自立型支持体として用いられてもよい。例え
ば、別個の背景要素は、可撓性材料シートであってもよいし、弾性フレームによって張っ
た状態に保たれた可撓性材料シートを有するパネルであってもよい。この場合、背景ユニ
ットは、別個の背景要素と係合するように構成されてもよく、ゆえに取り外し可能な留め
具（例えば、マジックテープ（登録商標））を含んでいてもよく、これにより、別個の背
景要素がほぼ直立状態に保たれる。
【００３４】
　パネルの可撓性材料シート及び結合ウェブは、あらゆる適切な可撓性材料（例えば、織
った又は編んだ布や、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）のようなプラスチック材料）からできて
いてよい。しかしながら、背景ユニットが、パネルのうちの１つの少なくとも一部が被写
体に対する無照射背景を構成するように使用することが意図されている場合、背景を構成
する可撓性材料シートに、ひだや、しわができないように促すには、パネルの可撓性材料
シートは、弾性材料（例えば、編んだ布）から形成されているのが好ましい。
【００３５】
　次に、添付の図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態を、単なる例示として、よ
り詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明による装置の第１及び第２実施形態の一部を形成する、本発明による背景
ユニットの第１実施形態の組み立て状態を示す、斜視図である。
【図２】図１の背景ユニットの折り畳み状態を示す、斜視図である。
【図３】図２の線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿った部分断面図である。
【図４】人が撮影されている、本発明による装置の第１実施形態の側面図である。
【図５】一般消費者向け製品が撮影されている、本発明による装置の第２実施形態の隠れ
た細部を示す、側面図である。
【図６】図５の装置の正面図である。
【図７】被写体に対するハウジングを含むと共に、本発明による装置の第３実施形態の一
部を形成する、本発明による背景ユニットの第２実施形態の組み立て状態を示す、正面図
である。
【図８】図７の背景ユニットの背面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１は、本発明による背景ユニットの第１実施形態を示しており、背景ユニットは、概
略的に参照番号１０で示され、本発明による装置の第１及び第２実施形態の一部を形成し
ている。背景ユニット１０は、１組の同一パネル１２、結合ウェブ２０、及び４つの支柱
３０（図１では３つしか見えない）から構成される。パネル１２と結合ウェブ２０は、併
せて、背景ユニット１０のエンクロージャを画定している。
【００３８】
　各パネル１２は、弾性フレーム内に取り付けられた可撓性材料シートから成る。一方の
パネル１２のこの可撓性材料シートは、編んだ白い布の外面を白くエラストマー・コーテ
ィングしたものからできており、照射壁１８を画定している。照射壁１８は、背景ユニッ
ト１０の内側から外側へ光を透過するように構成されている。他方のパネル１２の可撓性
材料シートは、実質的に不透明である。
【００３９】
　フレームは、図３により詳細に示されており、可撓性材料シートと結合ウェブ２０の一
端との両方の周辺部に縫い付けられた布チューブ１４と、布チューブ１４内部にありパネ
ル１２の可撓性材料シートをわずかに伸ばした状態に維持するよう機能する弾性フープ１
６とから構成される。一般的に、フープ１６は、幅が約１０ｍｍの炭素バネ鋼バンドから
できており、バンドの両端部を合わせてクリップで留めるか、溶接するか、リベットで留
めることによって、輪の形が作られている。可撓性材料シート（照射壁１８を含む）は、
各パネル１２がほぼ長方形である一方で、角が丸くなるように成形され、照射壁１８には
、しわやひだが無い。
【００４０】
　結合ウェブ２０は、編んだ白い布の外面を黒くエラストマー・コーティングしたものか
ら形成されている。結合ウェブ２０は、パネル１２のフレーム間に広がる。背景ユニット
１０の片側においては、結合ウェブ２０にスリット形状の開口部がある。結合ウェブ２０
にある開口部は、ファスナー２２によって大きさを変更することができ、スライダー(zip
)が２つあるため、どちらの端からも閉じることができる。
【００４１】
　また、背景ユニット１０は、４つの取り外し可能な支柱３０（図１では３つしか見えな
い）も含み、これらの支柱３０はそれぞれ、パネル１２のフレームの対向部分間に延出す
ると共に、結合ウェブ２０の外側に配置される。各支柱３０は、各端部に切欠きがあり、
切欠きはそれぞれ、弾性フープ１６の内縁部分と布チューブ１４のこれに関連する部分と
を受容する。支柱３０は、結合ウェブ２０の外面周囲に、ほぼ等間隔に離間されており、
結合ウェブ２０の布をわずかに伸ばすよう機能する。
【００４２】
　これらの支柱３０が係合されると、図１に示されているように、背景ユニット１０は、
箱形となり、使用中、この形を保持する。また、背景ユニット１０は、必要でなくなった
ら、これらの支柱３０を取り外すことにより、折り畳むことができる。詳細には、パネル
１２同士の間隔をわずかに広げて、結合ウェブ２０の布を更に伸ばし、支柱３０の切欠き
から弾性フープ１６を外すことによって、支柱３０は取り外される。パネル１２から支柱
３０が外されると、背景ユニット１０は、図２に示されている状態に折り畳むことができ
る。このような状態では、パネル１２は、互いに並んで位置し、これらのパネル１２の間
には、結合ウェブ２０が折り畳まれる。必要に応じて、これらの折り畳まれたパネル１２
の向かい合う辺を掴み、輪を作るように曲げて折り重ねることにより、背景ユニット１０
は、更に折り畳むことができる。
【００４３】
　背景ユニット１０は、組み立て状態にあるときには、光源４０と共に用いられることに
よって、被写体に対する照射背景をもたらすように構成されている。詳細には、結合ウェ
ブ２０の開口部を通して背景ユニット１０の内部へ差し込まれた光は、背景ユニット１０
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の内面によって全方向に反射され、照射壁１８を透過する。従って、この照射壁１８は、
照射状態となるため、被写体に対する照射背景をもたらすか、或いは、別個の半透明シー
トを照射して照射背景を形成するよう機能する。照射背景は、被写体の後ろ、上、下、又
は横に配置されてもよく、本発明による装置の特定の実施形態については、以下により詳
細に論じる。
【００４４】
　ここで図４を参照すると、本発明による装置の第１実施形態が示されている。この装置
は、上述した背景ユニット１０、光源４０、及び写真用カメラ６０から構成される。
【００４５】
　背景ユニット１０は、パネル１２がほぼ垂直方向に向くように、且つ、結合ウェブ２０
の開口部が背景ユニット１０の片側に位置するように、パネル１２の隣接した縁部を基部
にして立つ。光源４０は、高さが調節可能なスタンド４２に取り付けられ、結合ウェブ２
０の開口部から中へ突出するように配置される。光源４０が発する光が結合ウェブ２０の
開口部を通って背景ユニット１０の内部へ差し込むように、ファスナー２２は、光源４０
の周囲に比較的密着して閉じられる。詳細には、光源４０は、光が主に結合ウェブ２０及
び実質的に不透明なパネル１２の内面へ向かって差し込むように配置される。
【００４６】
　被写体５０（この図示されているケースでは人）は、背景ユニット１０の照射壁１８の
真ん前に位置決めされる。カメラ６０は、撮影する写真の背景を照射壁１８の外面が形成
するように配置される。光源４０が発する光の強度は、カメラ６０の露出設定に対し、照
射壁１８が写真において露出過度となるぐらいに照射されるような強度でなければならな
い。また、追加の光源（図示せず）を用いて、被写体５０を直接的に照射してもよい。照
射壁１８が十分に露出過度となり、撮影者が満足すると、カメラ６０によって写真が撮影
される。
【００４７】
　次に、図５及び図６を参照すると、本発明による装置の第２実施形態が示されている。
この装置は、上述した背景ユニット１０、剛性プラットフォーム８０、光源４０、写真用
カメラ６０、及びハウジング７０から構成される。
【００４８】
　背景ユニット１０は、両方のパネル１２が水平方向に向くように、且つ、開口部２２が
背景ユニット１０の片側に位置するように、実質的に不透明なパネル１２を基部にして立
つ。光源４０は、光が開口部２２を通って背景ユニット１０の内部へ差し込むように配置
される。詳細には、この光源４０は、光が主に結合ウェブ２０及び不透明パネル１２の内
面へ向かって差し込むように配置される。
【００４９】
　剛性プラットフォーム８０は、透明なプラスチック材料シートからできており、上方パ
ネル１２の弾性フープ１６及びこれに関連する布チューブ１４内に締まり嵌めで受容され
るような形状寸法とされ、上方パネル１２の布の上面に載る。剛性プラットフォーム８０
の上に、ハウジング７０が載る。
【００５０】
　ハウジング７０は、４つのパネル７２から構成され、これらのパネル７２は、背景ユニ
ット１０のパネル１２と同様の構造であるが、前面パネル７２は、フレームしかなく、ハ
ウジング７０内への開口部を画定している。４つのパネル７２は、その垂直縁部において
可撓性ウェブによって接合され、ほぼ立方形の構造となっている。ハウジング７０の底部
は開放しているが、パネル７２の上方縁部間には半透明の可撓性材料シートが広がってハ
ウジング７０の上壁を形成している。更に、図６に示されているように、ハウジング７０
内の上壁後部には、１組のわに口クリップ７６が設けられている。わに口クリップ７６か
らは、半透明の可撓性プラスチック材料シート７４が吊り下げられ、この半透明シート７
４は、ハウジング７０の開放前面パネル７２から見るとほぼ凹形となるように、前面パネ
ル７２の下方縁部へカーブを描いて延出する。
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【００５１】
　被写体５２（図示されているケースでは電話）は、図５に示されているように、ハウジ
ング７２の底部における半透明シート７４の上面に位置決めされる。次に、カメラ６０は
、撮影する写真の背景を半透明シート７４が形成するように配置される。上記と同様に、
光源４０が発する光の強度は、カメラ６０の露出設定に対し、半透明シート７４が写真に
おいて露出過度となるぐらいに上方パネル１２の照射壁１８によって照射されるような強
度でなければならない。また、追加の光源（図示せず）を用い、ハウジング７０の壁部を
通して光を当て、被写体５２自体を照射してもよい。半透明シート７４が十分に露出過度
となり被写体５２が適切に照射されて、撮影者が満足すると、カメラ６０によって写真が
撮影される。
【００５２】
　この装置が必要でなくなった場合、ハウジング７０は、折り畳んで、次に必要となるま
で袋、又は、その他の入れ物にしまっておくことができる。詳細には、ハウジング７０を
折り畳むには、パネル７２を折り畳んで互いの上に重ね、これらのパネル７２の向かい合
う辺を、掴み輪を作るように曲げて折り重ねられる。更に、背景ユニット１０は、先によ
り詳細に説明したように、支柱３０を取り外すことによって折り畳むことができる。
【００５３】
　図７及び図８は、本発明による背景ユニットの第２実施形態を示しており、背景ユニッ
トは、概略的に参照番号９０で示され、本発明による装置の第３実施形態の一部を形成し
ている。本発明による装置の第３実施形態は、図５及び図６に示されている第２実施形態
と同様であるが、第２実施形態の背景ユニット１０及びハウジング７０の代わりに、図７
及び図８に示されている背景ユニット９０を備える。
【００５４】
　背景ユニット９０は、ハウジング９２及び照射エンクロージャ９６から構成される。ハ
ウジング９２及び照射エンクロージャ９６はそれぞれ、上下パネル、結合ウェブ、及び支
柱から構成されているため、どちらも、図１に示されている背景ユニット１０と同様の構
造である。しかしながら、ハウジング９２及び照射エンクロージャ９６は、１枚の中央パ
ネル９５がハウジング９２の下方パネルと、照射エンクロージャ９６の上方パネルと、の
両方を構成するように配置される。更に、被写体を支持するのに十分な強度を背景ユニッ
ト９０にもたらすため、各パネルの弾性フープは、図１の背景ユニット１０の弾性フープ
よりも太い。更に、図５及び図６の装置の剛性プラットフォーム８０と同一の剛性プラッ
トフォーム（図７及び図８では見えない）が、中央パネル９５の弾性フープ及びこれに関
連する布チューブ内に締まり嵌めで受容されて、中央パネル９５の布の上面に載る。
【００５５】
　図７に示されているように、ハウジング９２は、結合ウェブの前面における開口部と、
開口部に対する取り外し可能なクロージャ９３とを含む。結合ウェブの開口部に隣接した
部分とクロージャ９３との周辺部分には、マジックテープ（登録商標）の協働ストリップ
（ｃｏ－ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　ｓｔｒｉｐｓ）が施され、これにより、クロージャ９３を
開口部にわたって取り外し可能に固定することができる。更に、クロージャ９３には、開
口部が形成されており、開口部は、クロージャ９３の布においてスリット形状をしている
と共に、クロージャ９３の中心線に沿って垂直方向に向いている。クロージャ９３の開口
部は、ファスナー９４によって大きさを変更することができ、スライダーが２つあるため
、どちらの端からも閉じることができる。
【００５６】
　図７には見えないが、ハウジング９２も、第２実施形態のハウジング７０の半透明シー
ト７４と同様に配置された半透明シートを含む。詳細には、ハウジング９２の上壁後部に
配置された、わに口クリップによって、半透明の可撓性プラスチック材料シートがこのハ
ウジング９２内に吊り下げられている。半透明シートは、ハウジング９２の開口部又はク
ロージャ９３の開口部から見ると、ほぼ凹形となるように、ハウジング９２の下方前縁部
へカーブを描いて延出する。図８に示されているように、照射エンクロージャ９６は、結
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【００５７】
　上述したように、本発明による装置の第３実施形態は、図５及び図６に示されている第
２実施形態と同様であるが、図５及び図６に示されている照射エンクロージャ１０及びハ
ウジング７０の代わりに、図７及び図８に示されている背景ユニット９０を備える。従っ
て、光源は、光が開口部９７を通って照射エンクロージャ９６の内部へ差し込むように配
置される。被写体は、ハウジング９２の底部における半透明シートの上面に位置決めされ
る。
【００５８】
　次に、カメラは、クロージャ９３がハウジング９２から外されて、ハウジング９２の結
合ウェブの開口部を通して被写体がカメラに見えるように、配置され得る。或いは、クロ
ージャ９３をハウジング９２と係合させて、クロージャ９３の開口部を通してのみ被写体
がカメラに見えるようにしてもよい。通常、これには、クロージャ９３の開口部から中へ
カメラのレンズ部分を突出させることが含まれる。次に、ファスナー９４は、開口部をで
きるだけ閉じる一方で、撮影が可能であるように調節される。
【００５９】
　更に、カメラは、撮影する写真の背景を半透明シートが形成するように配置される。光
源が発する光の強度は、カメラの露出設定に対し、半透明シートが写真において露出過度
となるぐらいに、中央パネル９５の照射壁によって照射されるような強度でなければなら
ない。また、追加の光源（図示せず）を用い、ハウジング９２の壁部を通して光を当て、
被写体自体を照射する必要もあろう。半透明シートが十分に露出過度となり、被写体が適
切に照射されて、撮影者が満足すると、カメラによって写真が撮影される。
【００６０】
　背景ユニット９０は、必要でなくなったら、支柱を取り外すことにより、折り畳むこと
ができる。詳細には、パネル同士の間隔をわずかに広げて、結合ウェブの布を更に伸ばし
、支柱の切欠きから弾性フープを外すことによって、支柱は取り外される。パネルから支
柱が外されると、背景ユニット９０は、パネル及び剛性プラットフォームが互いに並んで
位置し、パネルの間に結合ウェブが折り畳まれた状態に、折り畳むことができる。



(13) JP 5355405 B2 2013.11.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 5355405 B2 2013.11.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(15) JP 5355405 B2 2013.11.27

10

フロントページの続き

(72)発明者  アスティル、ゲアリ　ジェイムズ
            イギリス国　レスターシャー　エルイー６７　３エフキュー　コールヴィル　アトラス　ロード　
            ハーミティッジ　インダストリアル　エステート　ユニット　１８　ラストライト　リミテッド内

    審査官  辻本　寛司

(56)参考文献  特開２０００－０３５６０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００６／０１１４３５６（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開昭５３－０２７４２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６０－１０４９２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００１－５２４７３４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　１５／０６　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１７／５６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

